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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年６月23日に提出いたしました第75期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）有価証券報告書に添付し

ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありました

ので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

  (訂正前)

(省略)

 
ソーダニッカ株式会社の受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

化学品専門商社であるソーダニッカ株式会社の連結貸
借対照表においては、（重要な会計上の見積り）に記載
のとおり、受取手形、売掛金及び契約資産35,903百万
円、破産更生債権等12百万円が計上されていて、対応す
る貸倒引当金が流動資産及び固定資産にそれぞれ112百
万円及び14百万円、計上されている。このうち、ソーダ
ニッカ株式会社における受取手形、売掛金及び契約資産
残高は32,400百万円、破産更生債権等残高は11百万円で
あり、その合計は連結総資産の57.5%に相当する重要な
割合を占め、また対応する貸倒引当金が流動資産及び固
定資産にそれぞれ100百万円及び11百万円、計上されて
いる。

　（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
3 3) (1)貸倒引当金に記載のとおり、受取手形、売掛金
及び契約資産を含む債権については、債務者の財政状態
及び経営成績、債務の弁済状況等に応じて分類した債権
区分毎に貸倒見積高の算定を行っている。

　ソーダニッカ株式会社では、受取手形、売掛金及び契
約資産について、債務者の査定基準に基づく査定結果を
基礎として債権を区分し、一般債権については過去の貸
倒実績率を用いて貸倒見積高を算定している。また、貸
倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収
可能額を見積もり、貸倒見積高を算定している。

　債権区分の判定は、債務者の財政状態や経営成績、債
務の弁済状況等を考慮して債務者の支払能力を総合的に
評価するものであり、経営者による重要な判断を伴う。

　また、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に関する貸倒
見積高の算定にあたっては、債権回収に関係のある定量
的及び定性的な要因を考慮して、債務者の支払能力を総
合的に評価する必要があることから、経営者による重要
な判断を伴う。

　以上から、当監査法人は、ソーダニッカ株式会社の受
取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の
合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において
特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当す
ると判断した。

当監査法人は、ソーダニッカ株式会社の受取手形、売
掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性を評
価するため、主に以下の監査手続を実施した。
 

(1) 内部統制の評価
受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評

価における内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を
評価した。評価にあたっては、特に以下の点に焦点を当
てた。
 

・債権区分を適切に判定するための債務者のモニタリン
グが適時適切に実施されているかどうか
 

・債務者の支払能力を評価するための基礎データについ
て適切に把握できているかどうか
 

・貸倒懸念債権及び破産更生債権等に係る貸倒見積高が
債務者の支払能力を総合的に評価して見積もられてい
るかどうか
 

(2) 受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の
評価の合理性の検討

受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評
価の合理性を検討するため、経営者及び審査部の責任者
に対して質問するとともに、以下を含む監査手続を実施
した。
 

・債権区分の判定について、過去の債権区分の判定とそ
の後の貸倒実績を比較した差異要因を踏まえ、会計基
準に照らして適切か評価した。
 

・回収期日を超過している債権について要因を把握し、
債権区分の判定に適切に織り込まれているか評価し
た。
 

・貸倒懸念債権及び破産更生債権等に関する貸倒見積高
の見積りについて、適切に債務者の支払能力が考慮さ
れているか評価した。また、債務者の支払能力につい
て企業信用調査会社の調査資料や債務者の決算書等の
関連資料との照合を行った。

 

 

(省略)
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  (訂正後)

(省略)

 
ソーダニッカ株式会社の受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

化学品専門商社であるソーダニッカ株式会社の連結貸
借対照表においては、（重要な会計上の見積り）に記載
のとおり、受取手形、売掛金及び契約資産35,903百万
円、破産更生債権等12百万円が計上されていて、対応す
る貸倒引当金が流動資産及び固定資産にそれぞれ112百
万円及び12百万円、計上されている。このうち、ソーダ
ニッカ株式会社における受取手形、売掛金及び契約資産
残高は35,010百万円、破産更生債権等残高は11百万円で
あり、その合計は連結総資産の57.5%に相当する重要な
割合を占め、また対応する貸倒引当金が流動資産及び固
定資産にそれぞれ100百万円及び11百万円、計上されて
いる。

　（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
3 3) (1)貸倒引当金に記載のとおり、受取手形、売掛金
及び契約資産を含む債権については、債務者の財政状態
及び経営成績、債務の弁済状況等に応じて分類した債権
区分毎に貸倒見積高の算定を行っている。

　ソーダニッカ株式会社では、受取手形、売掛金及び契
約資産について、債務者の査定基準に基づく査定結果を
基礎として債権を区分し、一般債権については過去の貸
倒実績率を用いて貸倒見積高を算定している。また、貸
倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収
可能額を見積もり、貸倒見積高を算定している。

　債権区分の判定は、債務者の財政状態や経営成績、債
務の弁済状況等を考慮して債務者の支払能力を総合的に
評価するものであり、経営者による重要な判断を伴う。

　また、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に関する貸倒
見積高の算定にあたっては、債権回収に関係のある定量
的及び定性的な要因を考慮して、債務者の支払能力を総
合的に評価する必要があることから、経営者による重要
な判断を伴う。

　以上から、当監査法人は、ソーダニッカ株式会社の受
取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の
合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において
特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当す
ると判断した。

当監査法人は、ソーダニッカ株式会社の受取手形、売
掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評価の合理性を評
価するため、主に以下の監査手続を実施した。
 

(1) 内部統制の評価
受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評

価における内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を
評価した。評価にあたっては、特に以下の点に焦点を当
てた。
 

・債権区分を適切に判定するための債務者のモニタリン
グが適時適切に実施されているかどうか
 

・債務者の支払能力を評価するための基礎データについ
て適切に把握できているかどうか
 

・貸倒懸念債権及び破産更生債権等に係る貸倒見積高が
債務者の支払能力を総合的に評価して見積もられてい
るかどうか
 

(2) 受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の
評価の合理性の検討

受取手形、売掛金及び契約資産に係る貸倒引当金の評
価の合理性を検討するため、経営者及び審査部の責任者
に対して質問するとともに、以下を含む監査手続を実施
した。
 

・債権区分の判定について、過去の債権区分の判定とそ
の後の貸倒実績を比較した差異要因を踏まえ、会計基
準に照らして適切か評価した。
 

・回収期日を超過している債権について要因を把握し、
債権区分の判定に適切に織り込まれているか評価し
た。
 

・貸倒懸念債権及び破産更生債権等に関する貸倒見積高
の見積りについて、適切に債務者の支払能力が考慮さ
れているか評価した。また、債務者の支払能力につい
て企業信用調査会社の調査資料や債務者の決算書等の
関連資料との照合を行った。

 

 

(省略)
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